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「
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
」

「
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
」

に
基
づ
く
立
入
検
査
を
行
い
ま
す

検
査
対
象　
市
内
の
小
売
店

検
査
内
容

【
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
】

法
に
基
づ
く
表
示
の
有
無
、
表
示

方
法
が
適
正
か
、
小
売
店
の
表
示

に
対
す
る
意
識
等
は
正
し
い
か

な
ど
に
つ
い
て
の
立
入
検
査
。

【
消
費
生
活
用
品
製
品
安
全
法
】

法
に
基
づ
く
特
定
製
品
に
対
す

る
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク
の
表
示
の
有

無
と
表
示
状
況
、
長
期
使
用
製
品

安
全
点
検
制
度
に
基
づ
く
事
業

者
へ
の
制
度
の
認
識
、
表
示
の
適

否
、
説
明
義
務
の
実
施
状
況
等
に

つ
い
て
の
聞
き
取
り
調
査
。

実
施
時
期　
11
月
～
令
和
２
年

２
月
末
の
期
間
、
立
入
検
査
証
を

携
帯
し
た
市
職
員
が
訪
問
し
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

市
民
生
活
課
☎

（21）
２
１
２
１

ご
存
知
で
す
か
？
「
世
界
道

路
交
通
犠
牲
者
の
日
」

　
毎
年
11
月
の
第
３
日
曜
日
は

道
路
交
通
の
犠
牲
と
な
っ
た
人

た
ち
を
追
悼
す
る
「
世
界
道
路

交
通
犠
牲
者
の
日
」
と
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
交
通
事
故
は
私

た
ち
の
生
活
の
中
で
、誰
も
が
、

被
害
者
、
加
害
者
に
な
り
う
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
悲
惨
な

交
通
事
故
の
根
絶
の
た
め
に

も
、
日
ご
ろ
か
ら
一
人
ひ
と
り

が
交
通
安
全
の
意
識
を
も
ち
、

交
通
事
故
に
遭
わ
な
い
・
お
こ

さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問 

交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

令
和
元
年
度
学
童
保
育
冬
休

み
利
用
申
込
受
付

　
保
護
者
の
就
労
等
に
よ
り
、
家

庭
で
の
保
護
指
導
を
受
け
ら
れ
な

い
児
童
を
対
象
に
、
冬
休
み
の
期

間
中
の
み
の
学
童
保
育
利
用
申
し

込
み
の
受
付
を
い
た
し
ま
す
。
現

在
学
童
保
育
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

対
象　

栃
中
央
小
、
栃
三
小
、

栃
四
小
、
栃
五
小
、
南
小
、
大

宮
北
小
、吹
上
小
、皆
川
城
東
小
、

千
塚
小
、国
府
北
小
、国
府
南
小
、

大
宮
南
小
並
び
に
大
平
、
藤
岡
、

都
賀
、
岩
舟
地
域
内
各
小
学
校

の
通
学
区
域
内
学
童
保
育

申
込　
11
月
18
日
（
月
）
～
22

日
（
金
）
に
所
定
の
申
込
用
紙

（
本
庁
、
各
総
合
支
所
、
各
学

童
保
育
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

設
置
）
を
問
合
先
ま
た
は
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
へ
。

※
定
員
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
申
込
み
い
た
だ
い
て
も
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
３

※
国
府
北
小
、
国
府
南
小
、
大
宮
南

小
に
つ
き
ま
し
て
は
☎
０
９
０
‐

２
３
２
２
‐
０
５
７
７
（
担
当:

檜

山
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
２
年
度
学
童
保
育
の
利

用
申
込
受
付

対
象　
保
護
者
の
就
労
等
に
よ

り
、
放
課
後
に
家
庭
で
の
保
護

指
導
を
受
け
ら
れ
な
い
児
童

対
象
学
童
・
申
込
期
間
・
申
込

先　
左
表
の
と
お
り

申
込
方
法　

11
月
５
日
（
火
）

～
15
日（
金
）に
、申
込
用
紙（
本

庁
、
各
総
合
支
所
及
び
各
学
童

保
育
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
設

置
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
左
表
の
申
込
先
へ

※
定
員
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
申
込
み
い
た
だ
い
て
も
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
３

※
民
間
学
童
保
育
の
申
込
期
間

等
の
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て

は
、
各
民
間
学
童
保
育
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

土
地
を
お
探
し
の
方
へ 

～
市
有
地
公
売
の
お
知
ら
せ
～

　
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
る
「
一

般
競
争
入
札
」
に
よ
り
、
市
有
地

の
売
払
い
を
行
い
ま
す
。
栃
木
市

に
「
家
を
建
て
よ
う
」「
利
用
で

き
る
土
地
は
な
い
か
」
等
お
考
え

の
方
、
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

物
件
な
ど
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
８
日
（
日
）

場
所　
栃
木
市
役
所　
正
庁

申
込　
11
月
22
日（
金
）ま
で
に
管

財
課
へ
入
札
参
加
申
込
書
を
提
出

問 

管
財
課
☎

（21）
２
６
０
１

令
和
元
年
分　

給
与
所
得
者

に
係
る
年
末
調
整
説
明
会

　
11
月
上
旬
に
源
泉
徴
収
義
務

者
に
送
付
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
用
い
て
説
明
し
ま
す
。
お
持

ち
の
上
、
来
場
く
だ
さ
い
。
消

費
税
の
軽
減
税
率
制
度
等
の
説

明
を
併
せ
て
行
い
ま
す
。

日
時　

11
月
19
日
（
火
）
10
時

～
12
時
30
分
、
14
時
～
16
時
30
分

場
所　

栃
木
文
化
会
館　

大

ホ
ー
ル
（
旭
町
）

対
象　
栃
木
市
、
壬
生
町
を
納

税
地
と
す
る
源
泉
徴
収
義
務
者

※
都
合
に
よ
り
出
席
で
き
な
い

場
合
、
11
月
20
日
（
水
）
小
山

市
立
文
化
セ
ン
タ
ー
（
小
山
市

中
央
町
）
で
の
説
明
会
（
開
催

時
間:

10
時
～
12
時
30
分
、
14

時
～
16
時
30
分
）
に
出
席
可
。

問 

栃
木
税
務
署
☎

（22）
１
８
０
５

市
民
税
課　
☎

（21）
２
２
６
５

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間　

　
児
童
虐
待
は
、
子
ど
も
の
人

権
を
著
し
く
侵
害
し
、
心
身
の

成
長
や
人
格
の
形
成
に
悪
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
す
。
子
ど
も

を
虐
待
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

子
ど
も
の
立
場
が
最
優
先
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

身
体
的
虐
待　
な
ぐ
る
、け
る
、

熱
湯
を
か
け
る
、
タ
バ
コ
の
火

を
押
し
つ
け
る
、
な
ど

心
理
的
虐
待　
言
葉
に
よ
る
お
ど

か
し
、
無
視
、
他
の
き
ょ
う
だ
い

と
著
し
く
差
別
す
る
、
夫
婦
間
の

暴
力
を
子
ど
も
に
見
せ
る
、
な
ど

ネ
グ
レ
ク
ト
（
養
育
の
怠
慢
・

拒
否
）　

食
事
を
与
え
な
い
、

入
浴
さ
せ
な
い
、
な
ど

性
的
虐
待　

性
的
行
為
を
強
要

す
る
、
な
ど

◎
ち
ょ
っ
と
し
た
「
目
配
り
」「
気

配
り
」
で
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら

救
え
ま
す
。子
ど
も
の
不
自
然
な
傷・

表
情
・
行
動
や
、
保
護
者
の
不
自

然
な
言
動
に
気
づ
い
て
く
だ
さ
い
。

◎
相
談
（
通
告
）
は
、
虐
待
者

の
処
罰
の
た
め
で
は
な
く
、
問

題
を
抱
え
て
い
る
家
庭
を
支
援

し
、
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
行

わ
れ
る
も
の
で
す
。
相
談
（
通

告
）者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

◎
子
育
て
で
お
悩
み
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
一
緒

に
よ
い
方
法
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

相
談
（
通
告
）
先

子
育
て
支
援
課
☎

（21）
２
２
２
６

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

日
時　
11
月
16
日
（
土
）
10
時

～
10
時
30
分

場
所　
栃
木
市
役
所
本
庁
舎
付
近

児
童
虐
待
防
止
講
演
会

日
時　
11
月
16
日
（
土
）
14
時

～
16
時

場
所　
國
學
院
大
學
栃
木
学
園

教
育
セ
ン
タ
ー
（
境
町
）

講
師　
田
村　
隆
氏
（
と
ち
ぎ

ユ
ー
ス
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
協

同
組
合
事
務
局
長
）

費
用　
無
料

問 

子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
６

生
垣
設
置
奨
励
補
助
金
制
度

を
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

緑
あ
ふ
れ
る
潤
い
と
安
ら
ぎ

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を

図
る
た
め
、
新
た
に
生
垣
を
設

置
す
る
場
合
、
必
要
と
な
る
経

費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

問 

公
園
緑
地
課
☎

（21）
２
４
１
３

ア
ダ
プ
ト
制
度
に
参
加
し
て

み
ま
せ
ん
か

　

個
人
や
団
体
、
企
業
等
の
グ

ル
ー
プ
が
身
近
な
公
共
の
場
所

で
あ
る
道
路
・
河
川
・
公
園
に
お

い
て
清
掃
や
美
化
等
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
市
民
参
加

の
制
度
で
す
。
市
で
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
保
険
の
加
入
を
始
め
、
活

動
に
必
要
な
物
品
（
ご
み
袋
、
軍

手
、
か
ま
等
）
の
支
援
を
行
い
ま

す
。
き
れ
い
で
住
み
よ
い
街
づ
く

り
の
た
め
に
、
皆
様
の
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

参
加
へ
の
流
れ

ま
ず
は
、
左
記
の
問
合
せ
先
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
協
議
の
う
え

で
活
動
区
域
を
設
定
し
、
届
出
書

を
提
出
し
ま
す
。
市
と
合
意
書
を

取
り
交
わ
し
、
そ
の
後
は
市
と
協

議
し
な
が
ら
、
実
際
の
清
掃
や
美

化
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

問 

道
路
・
河
川
…
道
路
河
川

維
持
課　
　
　
☎

（21）
２
７
７
３

公
園
…
公
園
緑
地
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
１
３

令
和
２
年
版　
県
民
手
帳
の
販
売

　
令
和
２
年
版
県
民
手
帳
が
11
月

上
旬
よ
り
、
市
内
一
部
の
コ
ン
ビ

ニ
と
書
店
に
て
販
売
さ
れ
ま
す
。

価
格　

ポ
ケ
ッ
ト
版(

12
．４

×
７
．６
㎝)

４
４
０
円
／
通

常
版
（
14
．
７
×
８
．
９
㎝
）

５
５
０
円
（
税
込
）

問 

栃
木
県
統
計
協
会

☎
０
２
８
‐
６
２
３
‐
２
２
５
２

総
合
政
策
課　
☎

（21）
２
３
０
６

第
２
回
消
防
設
備
士
試
験

試
験
日　
２
月
２
日
（
日
）

場
所　
栃
木
県
立
宇
都
宮
工
業

高
等
学
校（
宇
都
宮
市
雀
宮
町
）

受
験
資
格　
甲
種
（
資
格
が
必

要
）／
乙
種（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料

甲
種
５
，
７
０
０
円

乙
種
３
，
８
０
０
円

申
請
期
間　
電
子
申
請　
11
月

15
日
（
金
）
～
26
日
（
火
）　

書
面
申
請　

11
月
18
日
（
月
）

～
29
日
（
金
）

問 

一
般
財
団
法
人　

消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部　

☎
０
２
８-

６
２
４-

１
０
２
２

消
防
本
部
予
防
課　

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

公立
対象小学校 申込先

栃中央小、栃三小、栃四
小、栃五小、南小、大宮北
小、吹上小、皆川城東小、
千塚小 
大平、藤岡、都賀、岩舟地
域内各小学校

子育て支援課
（市役所本庁舎 2 階） 
各総合支所市民生活
課

寺尾小 寺尾学童保育の会
☎ 090-9376-1722

国府北小、国府南小、
大宮南小

スマイルクラブ
☎ 090-2322-0577

西方小、真名子小 社会福祉協議会西方
支所☎（92）8080

私立
学童保育 申込先
３Ｊ、さくら、さくら第
２、栃木３Ｊ、栃木さく
ら各学童保育

さくら保育園内
☎（22）7100

学童保育フレンド 大平中央保育園内
☎（43）7708

ブロック塀等撤去改修工事費補助金をご利用ください
　ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険なブロック塀等
の撤去改修工事に要する費用の一部を補助します。
補助の対象
建築基準法の道路及び小学校の通学路に面する、道路の地盤面から高さ８０センチメー
トルを超えるブロック塀等（補強コンクリートブロック造、組積造の塀）で、下記の
安全基準に適合しないもの

補助対象工事
道路・通学路に面するブロック塀等を全て又は一部撤去改修する工事。一部を撤去改
修する場合は道路の地盤面から８０センチメートル以下にすること。
補助金額

補助期間
令和元年１０月１日から令和３年３月３1 日まで
ただし、平成３１年４月１日以降に工事が完了した方も対象となりますのでご相談く
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 建築課☎（２１）２４４１

【補強コンクリ―トブロック造の塀】
点検項目 点検内容

1 高さ 壁の高さが道路等の地盤面か
ら 2.2 ｍ以下

2 壁の厚さ 壁の厚さは 10㎝以上（壁の
高さが 2 ｍを超え、2.2 ｍ以
下の場合は、15㎝以上）

3 控え壁 ( 壁の高さが
1.2 ｍを超える場合 )

塀の長さ 3.4 ｍ以下ごとに、
塀の高さの 1/5 以上突出した
控え壁がある

4 基礎 コンクリートの基礎がある
5 ひび割れ破損 塀にひび割れや破損がない
6 傾きぐらつき 塀に傾きやぐらつきがない

【組積造（石造・大谷石造・れんが造等）の塀】
点検項目 点検内容

1 高さ 壁の高さが道路等の地盤面か
ら 1.2 ｍ以下

2 壁の厚さ 壁の厚さは壁頂部までの高さ
の 1/10 以上

3 控え壁 ( 壁の高さが
1.2 ｍを超える場合 )

壁の長さ 4 ｍ以下ごとに、壁
の高さの 1.5 倍以上突出した
控え壁がある又は塀の厚さが
塀の高さの 1.5/10 以上である

4 基礎 コンクリートの基礎がある
5 ひび割れ破損 塀にひび割れや破損がない
6 傾きぐらつき 塀に傾きやぐらつきがない

建築基準法の道路 通学路

補助対象工事費（見積額）
又は

ブロック塀等の長さ×１８, ０００円／ｍ
のいずれか低い額×２／３

補助対象工事費（見積額）
又は

ブロック塀等の長さ×１８, ０００円／ｍ
のいずれか低い額×２／３

限度額１５万円 限度額２０万円
【補助金算出例】

長さ１５m のブロック塀を２８万円で撤去改修する場合
　①撤去改修費用 ２８万円
　②１５m ×１万８千円＝２７万円
　補助額：補助対象事業費  ①＞②
　２７万円×補助率２／３＝１５万円（限度額）
　（自己負担：28 万円－ 15 万円＝ 13 万円）

長さ１５m のブロック塀等を２０万円で撤去改修する場合
　①撤去改修費用 ２０万円
　②１５m ×１万８千円＝２７万円
　補助額：補助対象経費  ①＜②
　２０万円×補助率２／３＝１３万３千円
　（自己負担：20 万円－ 13 万 3 千円＝ 6 万 7 千円）

◎ 建築基準法の道路が通学路の場合には通学路の限度額を適用します。


